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｢

契
約
形
成
権
授
与
契
約
+

に

つ

い

て

H

本

田

純

一

一

､

問
題
の

所
在

二
､

｢

契
約

形

成

権
授
与

夷
約
+

理

論
の

発
展

三
､

｢

契
約
形

成

権

授
与

契
約
+

理

論

に

よ
る

再

売

買
の

予

約
の

構

成

(

以

上

本

誌
七
二

巻
五

号
)

四

日

本
法
上
の

意
義

し
か

ら

ば
､

こ

の

｢

契
約
形
成
権
授
与
契
約
+

理
論
は

､

わ
が

国
の

解

釈
論
上
ど

の

よ

う
な

意
義
を

持
つ

ぺ

き

か
｡

ま

ず
売
買

一

方
の

予

約
の

性

質
を
め

ぐ
る

わ
が

諸

見
解
を

検
討
し

(

H
)

､

次
い

で

個
別
的

問

題
の

考

察
を

す
る

こ

と
に

す

る

(

臼
)

｡

H

売
買

一

方
の

予
約
の

性
質
論

民
法
五

五

六

条
一

項
は

｢

売
買
ノ
ー

方
ノ

予

約
ハ

相
手
方
力

売
買
ヲ

完

結
ス

ル

意
思
ヲ

表
示
シ

タ
ル

時
ヨ

リ

売
買
ノ

効
力
ヲ

生
ス

+

と

規
定
す

る

だ

け
で

､

そ
の

意
義
を

明
ら
か

に

し

て

い

な
い

｡

そ
こ

で
､

そ
の

性
質
を

め

ぐ
っ

て

諸
見
解
が

分
か

れ

て

い

る
｡

山

片
務
予
約
説

(

1
)

(

2
)

判
例
お

よ

び
一

部
学
説
は

､

売
買

一

方
の

予
約
を

､

法
律
の

規
定
に

よ

っ

て

特
殊
な

効
力
を

与
え

ら
れ

た

売
買
の

片
務
予

約
で

あ
る

と

す
る

｡

そ

郎
一

.⊥

し
て

､

そ
の

論
拠
を

次
の

よ

う
に

説
く

｡

第
一

に
､

法
文
自
体
｢

予
約
+

と
い

う
言
葉
を

使
用
し
て

お

り
､

こ

れ

を

強
い

て

売

買
契
約
と

同
一

視
す

る

必

要
は

な
い

｡

第
二

に
､

売
買
の

成
立
と
い

う

効
果
を

生
ぜ

し
め

る

原

因
と

し
て

は
､

一

つ

の

売

買
完
結
の

意
思
表
示
が

あ

れ

ば

足
り
る

と

解
す

ぺ

き

で

あ

る
｡

通
説
の

よ

う
に

､

単
一

の

効
果
発
生
の

た

め
に

一

つ

の

売

買
夷
約
成
立

後
さ

ら
に

そ
の

売
買
完
結
の

意
思
表
示

と
い

う
第
二

の

重
複

す
る

原
因
を

想
定
す

る
の

は

妥
当
で

な

い
｡

第
三

に
､

完
結
の

意
思
表
示

に

よ
っ

て

売
買
が

成
立
す
る

と

い

う
の

が

当
事
者
の

通
常
の

意
思
に

合
致

(

3
)

す
る

､

と
｡

必

停
止
条
件
付
売
買
契
約
説

(

4
)

通
説
は

､

民

法
五

五

六

条
一

項
が

売
買
完
結
の

意

思

表

示
に

よ
っ

て

｢

売
買
ノ

効
力
ヲ

生
ス

+

と

規
定
し
た

こ

と

か

ら
､

売
買

一

方
の

予
約
を

､

予
約
棒
者
の

売
買
完
結
の

意
思
表
示

を

停
止

条
件
L

す
る

売
買
契
約
そ

の

も
の

で

あ

る

と

解
し
て

い

る
｡

こ

の

種
の

一

方
の

予
約
は

､

一

方
当
事
者

ヽ

ヽ

の

意
思
表
示

の

み

に

よ
っ

て

売
買
の

1
成
立
で

は

な

く

1
効
力
を

生

ぜ

し
め

る

も

の

で

あ
る

か

ら
､

真
の

意
味
の

予
約
で

は

な

く
､

予
約
完
結

樺
者
の

意
思
表
示

を

停
止

条
件
と

す
る

売
買
で

あ

る

と

解
i

ざ
る

を

得
な

(

5
)

い
､

と

す
る

｡

そ

し
て

､

こ

れ

ま
で

多
く
の

学
説
が

こ

の

見
解
を

支
持
し

て

い

る

理

由
ほ

､

次
の

点
に

あ

る

と

思
わ

れ

る
｡

①
反
対

説
の

よ

う
に

片

務
予
約
と

解
し

て

も
､

予
約
完
結
権
を

一

種
の

形
成
権
と

み
る

以
上

､

そ

(

8
)

れ

か

ら

不

履
行
と
い

う
結
果
を

伴
う

債
務
が

発
生

す
る

わ
■
け
で

は

な
い

｡

④
契
約
成
立

に

関
す
る

原
則
に

反
し
て

一

方
当
事
者
の

意
思
表
示
の

み

に

ょ
っ

て

葵
約
関
係
を

成
立
さ

せ

る

に

ほ
､

そ

れ

相
当
の

実
質
的
論
拠
が

必

さ

ふ l
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要
と

思
わ
れ

る

の

に
､

反
対

説
で

は

そ
の

積
極
的
論
拠
が

示
さ

れ
て

い

な

(

7
)

(

8
)

い
｡

㊥
不

動
産
売
買
の

予
約
権
利
者
が

其
権
利
を

仮
登
記
で

き

る
｡

④
予

約
締
結
の

日

時
が

同
一

で

も
､

完
結
の

意
思
表
示

を

し
た

日

時
の

主
張
が

前
訴
と

後
訴
と

異
な

る

場
合
に

､

判
例
は

､

請
求
原
因
を

別
個
と

し
て

後

(

9
)

訴
を

認
め

る

が
､

停
止

条
件
説
に

よ

れ

ば

条
件
の

到
来
時
期
の

差
異
に

す
(

l n
)

ぎ

ず
､

後
訴
を

前

訴
の

既
判
力
に

よ
っ

て

遮
断
す

る

こ

と

が

可
能
と
な

る
､

と
｡

停
止

条
件
説
も

､

必

ず
し

も

首
尾

一

貫
し
て

は

い

な
い

｡

第
一

に
､

こ

の

説
も

予
約
完
結
棒
を

形
成
権
と

す

る
が

､

形
成
権
と
こ

の

説
の

と

る

条

件
付
権
利
(

期
待
権
)

と

い

う
こ

と

と

の

概
念
的
関
係
を
･顧
慮
し
て

い

な

(

11
)

い

｡

ま

た
､

こ

れ

に

関
連
し
て

､

一

般
の

条
件
と
こ

こ

で

問
題
の

適
意
条

(

1 2
)

件
と

が

同
一

で

あ

る
の

か

を

も

積
極
的
に

論
証
す

る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

さ

ら
に

､

ド

イ

ツ

で

は

夷
約
形
成
権
の

附
与

そ

の

も

の

に

対

価
が

支
払
わ

れ

る

こ

と

が

あ

る

が

(

完
結
す

る

か

香
か

は

問
題
で

は

な

く
)

､

こ

の

対

価

(

1 3
)

の

性
質
の

説
明
は

停
止

条
件
説
で

は

困
難
で

あ

ろ

う
｡

最
後
に

､

こ

の

説

は
､

予
約
の

段
階
で

本
契
約
た

る

売
買
が

成
立

し
た

こ

と

に

な

る

点

で
､

(

1 4
)

な

に

よ

り

も

当
事
者
意
思
に

合
致
し

な
い

｡

こ

の

よ

う
に

売

買
一

方
の

予
約
を

め

ぐ

る
こ

れ

ま
で

の

議
論
は

､

そ

の

性
質
に

つ

い

て

の

抽
象
論
が

多
く

､

通

説
の

と

る

停
止

条
件
説
も

決
定
的

な

論
拠
を

欠
い

て

い

た
､

と
い

え
よ

う
｡

矧

契
約
形
成
権
授
与
説

州

浜
上

説

浜
上

教
授
は

､

｡

の

よ

う
な

状
況
下
に

お
い

て
､

｢

契
約
形

成

擁

頂
与

契
約
+

理

論
を

売
買

一

方
の

予
約
の

性

質
論
に

ほ

じ

め
て

導
入

し
た

｡

教

授
は

､

売

員
一

方
の

予
約
を

､

一

方
当
事
者
に

売
買
契
約
を

形
成
す
る

権

利
(

契
約
形
成
権

)

を

附
与

す
る

契
約
で

あ

る

と

す

る
｡

こ

の

立
場
は

､

契
約
形
成
権
授
与

契
約
(

売
買

一

方
の

予

約
)

と

契
約
形
成
権
の

行
使
に

ょ

っ

て

成
立
す

る

契
約
(

売
買
契
約
)

を

区

別
し

て

考
察

三
組
で

､

予

約
と
い

う

言
葉
的
構
成
に

適
し

､

当
事
者
の

意
思
に

も

合
致
す

る
｡

そ

し

て
､

立

法
者
が

本
来
意
図
し

て

い

た

意
味
に

も

相

応

す

る

(

後

述
)

｡

ま

た
､

契
約
関
係
を

一

方
的
に

成
立

さ

せ

る
こ

と

も
､

契
約
自
由
の

原
則
か

ら
い

っ

て

当
然
導
き

出
し

う
る

と

し
､

現
に

(

約
定
の
)

解
約
告
知
権
が

(

1 7
)

承
認
さ

れ

て

い

る

こ

と

を

指
摘
す
る

｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

片
務
予
約
説
を

と
っ

た

場
合
の

難
点
と

さ

れ
て

い

た
一

方
的
に

契
約
関
係
を

成
立

さ
せ

る

こ

と

の

根
拠
が

示
さ

れ

う
る

｡

教

授
は

､

そ
の

ほ

か

に
､

従

来
必

ず
し

も

明

ら
か

で

な

か

っ

た

完
結
権
行

使
に

よ

る

本
契
約
成
立

前
の

当
事
者
の

法

律
関
係
を
も

､

契
約
の

申
込
を

受
け

た

者
の

承
諾
前
の

地

位
と
パ

ラ

レ

ル

に

構
成
す
べ

き

も
の

と

し
て

､

明
確
に

さ

れ

た
｡

㈲

私
見

し

か

し
､

私
は

､

契
約
形
成
権
を

浜
上

教
授
の

よ

う
に

申
込
の

受
領
者

の

地

位
と
パ

ラ

レ

ル

に

把
握
す

る
こ

と
は

妥
当
で

な

い

し
､

実
際
上

も

必

ず
し

も

適
当
な

結
果
を

導
か

な
い

と

考
え

る
｡

こ

れ

に

つ

い

て

は

あ

る

程

(

1 8
)

(

1 9
)

度
前

述
し
た

｡

そ
の

ほ

か

に
､

第
一

に
､

申
込
受
領
者
の

承
諾
権
と

異
な

り
､

一

般
的
に

は
一

方
的
授
権
に

よ
っ

て

は

形
成
権
は

与
え

ら
れ

ず
､

相

手
方
が

形
成
に

服

す

る

関

係
(

亡

已
e

r

宅
e

ユ
亡

口
粥

笥
e
r

F

巴
t

2.S
諾
)

は

契

(

2 0
)

約
に

よ
っ

て

の

み

創
設
さ
れ

る
｡

申
込
の

拘
束
力
は

､

契
約
の

成
立
を

容

(

2 1
)

易
に

す
る

た

め

の

政

策
的
法
技
術
で

あ
る

｡

第
二

に
､

申
込
の

受
領
者
の

9

地

位
を

形
成
権

一

般
と

同
一

視
す
る

の

も

問
題
で

あ

る
｡

浜
上

教
授
の

よ

絹
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ぅ
に

契
約
を
二

つ

の

単
独

行
為
に

分
解
す
る

と
､

無
権
代
理

人
の

す

る

承

諾
は

無
効
と

な

る

は

ず
な
の

に

(

民

法
一

一

八

条
参
照
)

､

全

体
と

し

て

の

契
約
は

追
認
可

能
(

民

法
一

一

六

条
参
照
)

で

あ

る

と

い

う
奇
妙
な
こ

(

22
)

と

に

な

る
｡

そ

し

て
､

こ

の

批
判
は

､

ド

イ
ツ

に

お

け
る

近

時
の

機
能
的
形
成
権
理

論
も

主

張
す

る

と
こ

ろ
で

あ
る

｡

こ

の

立

場
の

有
力
な

も

の

は
､

-
形

成
権
の

基

礎
に

あ

る

そ
の

授
与

契
約
を

別
と

し

て

-
形
成
権
そ

の

も
の

に

つ

い

て

は
､

こ

れ

を

ク

実
質
的
合
意
主
義
を

侵
害
″

す

る

機
能
(

E
i

n
･

b
r

邑
s

ぎ
打
t

宮
を

有

す

る

権

利
で

あ

る

と

定

義

し
､

｡

無
視

点

か

ら

形
成

権
者
と

そ
の

相
手
方
の

法
的
地

位
を

把
握
し

ょ

う
と

す

る
｡

す

な

わ

ち
､

形
成
権
者
は

､

相
手
方
の

同
意
な

し

に

そ

の

法
的
地

位
を

侵
害

す
る

の

で

あ

り
､

私
的
自
治
を

越
え

る

強
い

地

位
を

有
し

､

〝

権

力

的

地

へ

別
)

位
″

に

立
つ

｡

そ
の

反
面

､

形
成
の

相
手
方
は

､

自
己
の

同
意
な

し
に

自

分

自
身
の

法
的
地

位
を

失
う
の

で

あ

り
､

服
従

(

拘
束
)

状
態
(

U
已

竿

W
O

ユ
e

ロ

邑
】

-

)

に

お

か

れ
る

､

と
い

う
の

で

あ

る
｡

私
は

､

こ

の

立

場
に

基
本
的
に

は

立

ち
な

が

ら
､

し

か

し

な
が

ら
､

契

約
形
成
権

授
与

契
約
と

契
約
形
成
権
と

を

以

下
の

よ

う
に

把
握
し

た
い

｡

す

な

わ

ち
､

契
約
形
成
権
授
与

者
は

､

契
約
形
成
権

授
与

契
約
に

よ
っ

て

相
手
方
と
の

合
意
に

基
づ

い

て

同
人

に

契
約
形
成
権
を

附
与
す
る

の

で

あ

る
｡

契
約
形
成
権
者
は

､

こ

の

附
与

さ

れ

た

権

利
を

行
使
す
る

こ

と
に

よ

っ

て

i
授
与
者
の

同
意
の

有
無
に

拘
わ

ら

ず

-
本
契
約
を

成
立
さ

せ

る
の

で

あ
る

｡

そ
れ

ゆ

え
､

本
契
約
は

､

一

見
す

る

と

形
成
権
者
の

契
約

形
成
の

意
思
表
示
(

の

み
)

か

ら

生

じ

る

よ

う
で

あ
る

が
､

授
与
者
は

契
約

形
成
権
を

授
与
契
約
に

よ
っ

て

与
え

た
の

で

あ

る

か

ら
､

究
極
的
に

は

契

約
形
成
権
授
与

契
約
に

も

依
存
し
て

い

る
｡

従
っ

て
､

本
契
約
は

､

契
約

和
一

.■⊥

形
成
権
の

行
使
と

そ
の

契
約
形
成
権
の

授
与

契
約
と

い

う
二

つ

の

構
成

要

素
か

ら

成
り

立
つ

も
の

で

あ
る

｡

そ
れ

ゆ

え
､

契
約
形
成
権
授
与

契
約
は

､

本
契
約
と

は

独
立
の

も
の

で

は

あ
る

が
､

そ
の

た

め

の

準
備

的
意
味
を

持

(

2 5
)

っ

契
約
で

あ

る
｡

こ

こ

か

ら
､

授
与

者
は

､

契
約
形
成
権
を

附
与

す

る

と

い

う

給
付

義
務
の

ほ
か

に
､

ニ

の

契
約
目
的
を

達
成
し

､

決
し

て

損

害
惹

起
行
為

-
奥

約
形
成
権
の

行
使
を

挫
折
さ

せ

あ

る

い

は

無
価
値
に

す

る

行
為

1
を

し
て

は

な

ら

な
い

と

い

う

行
為
義
務
(

く
e

旨
巴
t

e

n
s

勺
P

訂
F
t

)

(

26
)

を

も

負
っ

て

い

る
｡

従
っ

て
､

契
約
形
成
権
の

行
使
前
に

､

授
与
者
が

目

的
物
を

有
責
に

滅
失
さ

せ

た

場
合
に

は
､

同
人
は

契
約
形
成

権
授
与
契

約

か

ら

生

じ

た

義
務
違
反
と

し
て

､

契
約
法
上

の

責
任
を

負
う

､

と

解
さ
れ

る
｡

こ

の

よ

う
に

把
握
す
る

こ

と

に

よ
っ

て
､

売
買

一

方
の

予

約
上
の

当
事

者
の

権
利
義
務
は

一

層
明

確
に

さ

れ

る

で

あ

ろ

う
｡

(

1
)

大

判

大
正

八

二
ハ

･

一

〇

民

録
二

五

輯
一

〇

〇

七

頁
､

同

大
正

一

二

･

四
･

九

民

集
二

巻
二

二

一
頁

｡

(

2
)

末

川

博
｢

売

買
一

方
の

予

約
に

関

す
る

実

際

問

題
+

民

法

論
集

九

九

頁
以

下
､

薬
師

寺
伝

兵

衛
｢

売

買
一

方
の

予

約
の

性

質
並

に

成

立

時

期
+

法

学

志

林
二

二

巻
二

号

八

〇

貞
､

三

号
五

五

頁
､

石
田

文

次

郎
･

債

権

各

論
六

八

頁
､

宗
宮

信

次
･

債
権

各

論
(

新

版
)

一

〇

八

東
､

松
坂

佐
一

･

民

法

提

要
･

債

権

各

論
(

新

版
)

七

二

頁
､

最

近

で

は
､

来

栖
三

郎
･

契

約
法

(

法

律
学

全

集
)

二

四

頁
｡

(

3
)

末
川

･

前
掲

民

法

論

集

参

照
｡

(

4
)

石
坂

音

四

郎
･

日

本

民

法
二

九
七

五

頁
､

鳩

山

秀
夫

･

増

訂
日
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本

債

権
法

各

論
上

二

八

九

頁
､

我

妻
栄

･

債

権

各

論

(

中

巻
一

)

二

五

九

頁
､

柚
木

馨
･

注

釈

民
法

佃

九
五

頁
､

広
中

俊
雄

･

債
権

法

各

論
講
義
上
五

〇

頁
｡

(

5
)

柏
木

･

前
掲

九
五

頁
｡

(

6
)

嘩
道
･

京

都
法

学

会

雑

誌
一

二

巻
九

号
五

八

頁
｡

(

7
)

相
木

･

前
掲
九
五

頁
｡

(

8
)

嘩
道
･

前
掲

一

二

巻
九

号

六

〇

頁
｡

(

9
)

前
掲

大

判

大
正

八

年

判

決
お

よ

び

同

大
正

一

二

年
判
決

参
照

｡

(

1 0
)

柚
木

･

前
掲
九

四
･

九
五

頁
｡

(

1 1
)

形
成

権

と

期

待
権
の

概

念
的

相

違
は

､

ヴ
ェ

ル

デ

ィ

ン

ガ

一

に

ょ

っ

て

次
の

よ

う
に

説

明

さ

れ
て

い

る
｡

形
成

権
は

､

｢

形

成

権

を

附
与

す
る

規

範
+

と

｢

形

成

権
の

行

使
を

一

定
の

法

律

効
果
に

結
合

す
る

規

範
+

と

い

う
二

つ

の

規

範
が

存
在
す
る

と

き
に

生

じ
る

｡

そ

し
て

､

後
者
の

法

律
効
果

は

｢

形

成

権
の

行

使
+

に

の

み

依

存
し

､

前

者
の

形

成

権
を

附
与

す
る

要
件
か

ら

は

独

立
の

も
の

で

あ
る

｡

こ

の

よ

う
に

､

形

成

権
の

場
合
に

は

《

規
範
の

分

断
(

C

賢
亡
1
)

》

が

あ

る
｡

こ

れ

に

反

し
て

､

期

待

権
の

場
合

に

は
､

《

単
一

の

要

件

事

実

内

部
に

お

け
る

中

間

状

態
》

だ

け

が

問
題

と

な

る
｡

(

田
賢

t

-

c

F
2
1

､

U
e
s
i

n

n
亡
】

品
.

㌢

P

〇
.､

S

.

会

A
n

m
･

ヱ
｡

た

だ

し
､

両

者

を

同
一

視

す
る

立

場

も

存

在

す

る

(

句
○

旨
e
-

-

G
r

∈

ロ

d
h

【

品
0

ロ

告
r

r
e

F

岩

く
O

m

p

コ
く

P
t

岩
C

F
t

-
-

c

F
2

n

A
ロ

弓

賀
t

S
C

F

巴
t

岩
C

F
什

-

芸
N

)

∽
.

-

N

N

托
.

)

｡

(

12
)

わ

が

国
で

は

あ

ま

り

指
摘
さ

れ

て

い

な
い

が
､

随

意

条
件
と

一

般
の

条

件
は

､

ド

イ

ツ

で

は

区

別
さ

れ

て

い

る

(

｢

胃
e

ロ
N

-

｢
O

J
r
･

J

u

(

F

d
e
s

∽
c

F

已
n

打
e

c

F
t

∽
-

出
P

N
.

【

冨
N

.

S
一

00

一

輪
∴

S
c

F
亡

ヨ
P

コ
ロ

ー

P
.

P

O
こ

∽
.

¢

声
)

｡

(

1 3
)

浜

上
･

前
掲

八

四
･

八
五

頁
｡

(

1 4
)

浜
上

･

前

掲

八

五

頁
｡

(

1 5
)

浜
上

･

前

掲

八
一

頁
以

下
｡

拙

稿

｢

契
約
形

成

権

授
与

契

約
+

に

つ

い

て

H
･

『

一

橋

論
叢
』

七
二

巻
五

号

七
五

頁

参
照

｡

(

1 6
)

売

買
一

方
の

予

約
の

経
済

的

機

能
は

､

両

当

事
者
が

直
ち

に

本

契

約
を

締

結
す

る

に

は

支

障
が

あ
る

場
合
に

､

本

契
約
の

内

容
を

確

定
し

て

お

い

て
､

後

日
の

本

契
約
の

成

立

を

確

実
に

し
て

お

く
こ

と

に

あ

る

(

甲

斐
川

石

田
･

民

法
三

〇

講
〔

財
産

法
〕

山
二

一

一

員
)

｡

(

17
)

前

述
本
文

燃

④
の

批

判
へ

の

反

論
｡

浜
上

･

前

掲

八
二

頁
本

文

お

よ

び

注
㈱

｡

な

お
､

柚
木

･

前

掲

九

五

頁

参
照

｡

(

18
)

拙

稿
･

前

端
七

六

頁
以

下
､

七

七

頁
注

脚

参
照

｡

(

1 9
)

こ

の

説
は

､

予

約
完
結

権
の

行

使
前
に

売
主

が

有

責
に

目

的

物

を

滅

失

し
た

等
の

易
合
を

契
約

締
結
上

の

過

失

責
任

で

処
理

す
る

｡

し

か

し
､

こ

の

構
成
で

ほ
､

右
の

場
合
に

､

契
約

形

成

権
者
に

解

除

権
は

み

と

め

ら
れ

な
い

し
､

義
務

者
と

通

謀
し

て

契
約

形
成
の

意

思

表
示

が

適
時

到

達
す
る

こ

と

を

妨
げ
た

り

目

的

物
の

背
信
的

譲
渡
を

受
け

た

第

三

者
の

責
任

(

後
者
の

ケ

ー

ス

で

は

予

約
義
務
者
の

責
任

も
)

を

問
い

え

な
い

不

都

合

が

生

じ
ょ

う
｡

ま
た

､

予

約
完
結

権
の

行

使
前
に

予

約

義
務

者

が

破

産
し
た

場
合
に

は
､

申
込
ほ

破

産
に

よ

っ

て

消

滅
す
る

の

で
､

予

約
完
結
権
が

破

産
財
団
に

対
し

て

効
力
を

鮭
持
す
る

こ

と

の

説
明

が

困

難
に

な
る

の

で

ほ

な
い

か

と
い

う

疑
問

が

あ
る

｡

上7 J
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(

2 0
)

田

彗
t

訂
F
e

コ

ロ
e
s

i

ロ

コ

亡
】

品
.

P
.

P

〇
一.

S
.

h

N

h
‥

亡

已
①

ワ

ノ

詔
ユ
亡
n

甲

P

p

一
〇
..

S

.
-

千

本

間

義

信
･

(

紹

介
)

民

事
訴

訟

法

建

議
一

二

号
二

一

〇

頁
｡

(

2 1
)

出
α
t

t

訂
F
e

J

U
e
s

F
ロ

亡
口

甲

P
.

P

〇
.､

∽

.

治
山

い

亡
n
t

e

T

弓
e

エ
ロ
ロ

g
-

P

P

〇
一

.

∽
.

-

牟
.

(

2 2
)

出

琵
t

訂
F
2

1
､

亡

已
e

l

弓
e

ユ
亡

口

平

戸

P

〇
.

.

∽
.

-

山

≠

.
拙

稿
･

前

掲
七

七

頁

注
棚

参
照

｡

(

2 3
)

く

早

世
芝
t

訂
F
①

ご

p
.

P

〇
一

(

2 4
)

〝

権

力

的

地

位
″

と
い

う

言

葉
は

､

本

間

教

授
の

用

語
に

従
っ

た

(

本

間
･

前
掲
二

〇

九

頁
)

｡

(

2 5
)

同

旨
､

G
e

O

蒜
訂
d
e

s
.

P

P

〇
.

-

∽
.

志
か

鞄
.

戸

∽
.

古
平

(

2 6
)

G

g
r

g

F
n

b
S

.

a
.

P

〇
.

.

S

.

£
か

.

臼

売
買

一

方
の

予

約
を

め

ぐ
る

個
別
的
問
題
の

検
討

売
買

一

方
の

予

約
の

性

質
を

前
述
の

よ

う
に

把
握
し
た

場
合

､

具
体
的

な

諸
問
題
で

と

く
に

通

説
と
の

間
に

ど
の

よ

う
な

相
違
が

生
じ

る

か
｡

山

行
使
前
の

治
効
果

､

惚
一

事
不

再
理

､

矧

仮
登
記

､

仙

消
滅
時
効

､

㈲

譲

渡
性

､

㈲

破
産
法
上
の

問
題

､

に

つ

き

順
次
検
討
し
ょ

う
｡

山

行
使
前
の

法
効
果

㈱

有
責
の

滅
失
ま
た

ほ

毀
損
の

場
合

買
主
が

予
約
完
結
権
を

行
使
す

る

前
に

､

売
主
が

そ
の

貴
に

帰
す
べ

き

(

27
)

事
由
に

よ
っ

て

目
的
物
を

滅
失
ま

た

は

毀
損
さ
せ

た

場
合

､

売
主
は

如
何

な
る

責
任
を

負
う
か

｡

円

通
説

こ

の

場
合
に

､

売
主
は

売
買
契
約
上

の

債
務
不

(

%
)

履
行
責
任

(

民

法
四

一

五

条
)

を

負
う
と

す

る

見
解
が

み

ら
れ

る
｡

そ

れ

和
一

T
⊥

は
､

原
始
的
不

能
か

後
発
的
不

能
か

の

区

別
の

基
準
時
を

､

契
約
の

成
立

(

2 9
)

時
と

解
す
る

か

ら

で

あ

る
｡

し

か

し
､

通
説
の

構
成
で

債
務
不

履
行
責
任

を

み

と

め
る

こ

と

に

ほ

疑
問
が

あ

る
｡

な

ぜ

な

ら
､

停
止

条
件
付
契
約
と

し

た

場
合

､

法
律
行
為
は

成
立

し
て

い

て

も
､

債
権

･

債
務
は

ま

だ

生

じ

て

い

な
い

｡

民

法
一

二

八

条
以

下
の

規
定
も

､

こ

の

理

解
を

前
提
に

し
て

置
か

れ

た

と

解
さ

れ

る
｡

も

し

停
止

条
件
説
を

と

り

な

が

ら

債
務
不

履
行

責
任
と

解
す
る

と
､

契
約
成
立

後
､

条
件
成
就
前
に

目

的
物
が

債
務
者
の

有

責
に

よ
っ

て

滅
失
し
た

場
合

､

一

二

八

条
以

下
の

適

用
の

余
地
は

な

い

こ

と
に

な

ろ

う
｡

し
か

し
､

一

二

八

条
以

下
の

規
定
は

､

契
約
成
立

後
､

条
件
成
就
前
の

法
律
関
係
を

規
律
す

る
こ

と
が

予
定
さ
れ

て

い

る
｡

民
法

起
草
者
も

､

条
件
付
法
律

行
為
の

場
合

､

一

二

七

条
だ

け
で

は

不

十
分
で

､

一

二

八

条
に

よ
っ

て

初
め
て

条
件
の

成
就
前
で

も

当
事
者
間
に

権
利
義
務

(

3 0
)

が

発
生

し
､

同
条
以

下
に

よ
っ

て

こ

れ

を

規
律
す
べ

き

も
の

と

考
え

た
｡

そ
れ

ゆ
え

､

通
説
的
構
成
か

ら

は
､

債

溜
師
履
行
責
任
で

は

な

く
､

一

二

八

条
以

下
を

適
用
す

る

の

が

自
然
で

あ

ろ

う
｡

㈲

契
約
形
成
権
授
与

説

前
述
浜
上

説
は

､

契
約
形
成
の

意
思
表
示

が

到
達
し

た

時
を

不

能
の

基
準
時
と

み
る

｡

従
っ

て
､

そ

れ

以

前
に

目

的
物
が

売
主
の

有

責
に

よ
っ

て

滅
失
し
た

易
合
に

は
､

売
主
は

､

契
約
締
結
上

の

過
失

責
任
(

の

み
)

を

負
う
こ

と
に

な

る
｡

こ

れ

に

対

し

(

3 2
)

て

は
､

す

で

に

批
判
を

加
え

た
｡

私
は

､

契
約
形
成

権
授
与

契
約
と

契
約
形
成
権
の

行
使
の

関
係
に

つ

い

て
､

契
約
形
成
権

授
与
契
約
は

本
契
約
の

準
備
行
為
を

な

し
､

形
成
権
授

与
者
は

､

相

手
方
に

形
成
権
を

附
与
す
る

ほ

か

に
､

そ

の

実
約
目
的
を

連
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成
す

る

た

め
に

相
手
方
の

形
成
権
行
使
を

妨
げ

る

行
為
を

し
て

は

な

ら
な

(

3 3
〕

い

行
為
義
務
を

負
う

と

解
す
る

｡

こ

れ

に

つ

い

て

は

前

述
し

た
｡

そ
れ

ゆ

え
､

私
の

立
場
か

ら
は

､

こ

の

妨
害
回

避
義
務
へ

の

違
反
は

､

通
常
の

契

(

3 4
)

約

責
任
で

あ

り
､

債
権
法
の

規
定
が

適
用
さ

れ

う
る
こ

と
に

な
る

｡

そ
の

結
果

､

契
約
形
成
権
行
使
前
に

売
主
の

有
責
に

よ
っ

て

目
的
物
が

滅
失
ま

た

は

毀
損
し
た

場
合
に

は
､

買
主
は

､

契
約
形
成

権
授
与

契
約
上
の

債
務

不

履
行
を

理

由
と

し

て

損
害
賠
償
を

請
求
す

る

こ

と
が

で

き

る

(

民

法
四

一

五

条
)

｡

さ

ら

に
､

買
主
は

葵
約
を

解
除
す

る

こ

と

も

で

き

る
､

と

解

さ

れ

る

(

民

法
五

四

三

条
)

｡

こ

の

場
合

､

解

除
は

､

売
主
が

目

的

物
を

毀
損
し
た

易
合
に

､

買
主
が

も

は

や

毀
損
し

た

目

的
物
の

取
得
を

欲
せ

ず
､

な
お

か

つ

損
害
臍
償
を

請
求
す
る

と

き

意
味
が

あ

ろ

う

(

民

法
五

四
五

条

三

項
)

｡

ま

た
､

契
約
形
成
の

当
事

者
間
に

は
､

債
権
債
務
関

係
に

類

似

し
た

形
成
権
と

そ

の

相
手
方
の

関
係
(

服
従

関
係
)

が

存
在
し
て

お

り
､

第
三

者
が

こ

れ

を

侵
害
し

た

場
合
に

は
､

こ

の

第
三

者
も

一

定
の

要
件
の

(

3 5
)

(

粥
)

下
に

責
任
を

負
う
と

解
さ

れ

る
｡

た

と

え

ば
､

第
三

者
が

売
主
と

通

謀
し

て

契
約
形
成
権
が

適

時
に

行

使
さ

れ
る

の

を

妨
害
し
た

場
合

､

こ

の

第
三

者
は

契
約
侵
害
に

基
づ

く

責
任
を

負
う

と

解
さ

れ

る

の

で

あ

る
｡

こ

の

よ

う
に

､

私
は

､

契
約
形
成
権
行
使
前
の

法
効
果
を

債
権
法
上
の

問
題
と

し

て

処
理

し

た
い

｡

も
っ

と
も

､

そ
れ

を

必

ず
し

も

無
条
件
に

み

と

め

る

の

で

は

な
い

｡

た

と

え
ば

､

同
時
履
行
の

抗
弁
権
(

民

法
五
三

三

(

3 7
)

条
)

･
は

､

契
約
形
成
権
授
与
契
約
の

特
殊
性
か

ら

通
用
さ

れ

な
い

｡

㈱

無
真
の

滅
失
ま
た

は

毀
損

何

通
説

通
説
は

､

売
主
の

真
に

帰
す
ぺ

き

事
由
な

く

し

て

目
的
物
が

滅
失

･

段
損
し
た

場
合

､

後
発
的
不

能
の

一

場
合
と

し
て

危

険
負
担
の

規
定
(

民

法
五

三

五

条
)

を

適
用
す
る

｡

そ
の

結
果

､

売
主

は
､

物
が

滅
失
し
た

場
合
に

は

代
金
請
求
権
を

失
う
(

債
務
者
主
義
)

の

に

対

し
､

毀
損
の

場
合
に

は

代
金
請
求
権
は

な
お

存
続
す
る

(

債
権
者
主

義
)

､

と
い

う

哀
J
班
い

結
論
に

な

る
｡

｡

れ
に

は

通
説
内
部
か

ら
も

批
判
が

加
え

ら
れ

て

い

る
｡

立

汝
の

不
手
際
に

よ
る

と

ほ
い

え
､

解
釈
論
と

し

て

の

適
当
な

解
決
方
法
は

示

さ

れ
て

い

な
い

｡

仲

薬
約
形
成

権
授
与
説

私
は

､

こ

の

場
合
に

は

原

則
と

し
て

契
約
形
成
権
が

消
滅
す

る

と

解
す

る
｡

契
約
形
成
権
授
与
契
約
は

､

当
然
に

は

双

務
契
約
で

は

な
い

か

ら
で

あ
る

｡

従
っ

て
､

滅
失
か

毀
損
か

(

3 9
)

を

問
わ

ず
､

買
主
の

代
金
支

払
義
務
は

生
じ

な

い
｡

た

だ

し
､

例
外
と

し

て

特
に

契
約
形
成
権
の

授
与

そ
の

も
の

に

対

価
が

交
付
さ

れ

て

い

る

場
合

に

は
､

ネ

紡
授
与

契
約
は

有
償

･

双

務
性
を

帯
び

る

の

で
､

危
険
負
担
の

問
題
と

な

る
｡

そ

し

て

私
の

立

場
で

は
､

民

法
五
三

六

条
一

項
が

適
用
さ

れ
､

滅
失

･

毀
損
と

も
に

債
務
者
(

=

売
主
)

負
担
と

な

る
｡

加

代

償
類
似
の

請
求
の

当
香

偶
発
的
滅
失
の

場
合

､

予
約
義
務
者
が

滅
失
し

た

目

的
物
の

代
わ

り
に

補
償
金

等
を

取
得
し

た

場
合

､

予
約
権
者
は

こ

れ

を

引
渡
せ

と

請
求
で

き

る

か
｡

仲

通
説

通
説
は

､

予
約
完
結

権
の

行
使
前
の

目

的
物
の

滅
失
を

後
発
的
不

能
と
み

る
｡

従
っ

て
､

買
主
は

､

予
約
完
結
棒
を

行
使

し

て

売

買
を

発
効
さ

せ
､

代
金
と

補
償
金
と
の

差

額
を

要
求
す
る

か
､

民

法
五
三

五

条
一

項
に

よ
っ

て

無
意
義
と

な
っ

た

予
約
完
結
権
を

放
棄
ま

た

(

4 1
)

は

不

行
使
に

終
わ

ら

し
め

る

か

の

選
択
権
を

持
つ

､

と

考
え
る

｡

㈲

契
約
形
成
権
授
与

説

私
の

立

場
で

は
､

前
述
し

た

よ

∽
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ぅ
に

､

こ

の

場
合
予

約
完
結
権
そ

の

も

の

が

消
滅
す
る

と

解
さ
れ

る
｡

従

っ

て
､

予
約
権
者
は

､

補
償
金
の

引
渡
を

請
求
す

る
こ

と

も

許
さ
れ

な

い
｡

こ

の

結
果
は

､

実
質
的
に

も

不

当
で

は

な
い

と

考
え

る
｡

な

ぜ

な
ら

､

一

般
に

代
償
請
求
が

み
と

め

ら
れ

る

理

由
は

､

債
務
者
の

二

重
の

利
得
を

防

止

す
る

た

め

で

あ

る

が
､

こ

の

易
合

､

予
約

義
務
者
は

み

ず
か

ら

偶
発
的

滅
失
の

危
険
を

負
担
し

て

お

り
､

二

重
の

利
得
者
と
は

な

ら
な

い

か

ら
で

(

4 2
)

あ
る

｡

(

2 7
)

契
約
形

成

権
の

行

使
を

挫

折
さ

せ

あ
る

い

は

無

価

値
に

す
る

行

為
と

し

て

は
､

①
本

文
に

述
べ

た

義

務

者
の

有

責
行

為
に

よ

る

目
的

物
の

滅

失

ま

た

は

毀

損
の

ほ

か
､

④
義
務

者
に

よ

る

目

的

物
の

第
三

者
へ

の

譲
渡

､

担

保

設

定
､

長

期

賃
貸

､

④
第
三

者
と

通

謀
し

て

契

約
形
成

権
が

適
時
に

行

使
さ

れ
る

こ

と

を

妨

げ
る

こ

と
､

が

考
え

ら

れ

る

(

く
g

-
.

G
e

O

品
i

P

d
e
s

､

a
.

P

〇
.

.

S
.

ヰ

【

か

こ
｡

(

2 8
)

柚
木

･

前
掲

一

〇
二

頁
｡

(

2 9
)

甲

斐
･

注

釈

民

法
姻

一

二

〇
七

頁
以

下

参

照
｡

(

3 0
)

法

典

調

査

会
･

民

法

議

事

速

記

録
三

巻
三

1
四

六

丁
､

穂
積
発

言

｢

若
シ

本

条

〔

一

二

八

条

-
本
田

注
〕

ノ

如
キ

モ

ノ

ガ

ア

リ

マ

セ

ヌ

時
二

於

テ
ハ

､

未
夕

条

件
ノ

成

就

致
シ

マ

セ

ヌ

前
二

其

義
務

者
ノ

方

カ

ラ

目

的

物
ヲ

他
二

妄
二

譲
渡
ス

ト

カ
､

或
ハ

英

日

的

タ

ル

効

力

ヲ

生
ゼ

シ

ム

ル

ト

カ

云

フ

ヤ

ウ

ナ

コ

ト

ヲ

為
シ

マ

シ

テ

モ

､

其

相

手

方

卜
一

石

フ

者
ハ

未
ダ

権
利
ハ

ナ

イ
モ

ノ

デ

ア

リ

マ

ス

カ

ラ

シ

テ
､

法

律
ノ

保

護
二

依
テ

其

救
済
ヲ

需
メ

ル

ト
一

式

フ

コ

ト

ハ

当

然
ハ

出
来
マ

セ

ヌ

｡

…

…

本

条
ガ

ア

リ

マ

ス

ル

ト
ニ

石

フ

ト
､

便
宜
ノ

為
メ

デ
ナ

ク
､

条

件

附
権

利

義
務
卜

云

フ

モ

ノ

ガ
一

般
ノ

法

律
ノ

規

定

カ

ラ

生
ズ

ル

コ

ト

ニ

ナ

ル

デ

ア

ラ

ウ

ト

思
ヒ

マ

ス

｡

+

(

3 1
)

現
に

片

務

予

約
説
の

論
者
は

､

通

説
の

立

場
か

ら
は

､

条
件
の

規
定
が

適
用

さ

れ

る

と

解

し
て

い

る

と

思

わ
れ

る

(

末
川

こ
別

掲
一

〇
〇

頁
､

西

沢

修
･

民

事

法

学

辞

典
一

六
一

二

頁

参
照
)

｡

そ

し

て
､

こ

の

場
合
に

､

条
件
の

規
定

を

適

用

す
る

こ

と
の

不

当
性

に

つ

い

て

は

す
で

に

述
べ

た

(

拙

稿
･

前

掲
八

〇

頁
参
照
)
｡

(

3 2
)

前

述
七
五

頁
､

七

七

頁
注

(

1 9
)

参
照

｡

(

3 3
)

前
述
七

六

頁
参

照
｡

(

3 4
)

く
粥
r

G
e

O

蒜
6

.

n

b
S

.

P

p
.

〇
こ

S
.

王
か

芦

戸

£
か

鞄
.

(

3 5
)

｢

第

三

者
の

契
約
侵
害
+

の

要
件
が

具

備
さ

れ

る

必

要
が

あ

る
｡

(

3 6
)

機
能
的

形

成

権

理

論
に

立

ち

な
が

ら
も

､

本

契
約
を

契

約

形

成

権
の

行

使
に

の

み

依

存

す
る

と

把

握

す
る

シ

ュ

ー

マ

ン

は
､

有
責
の

滅
失
の

事
例

を

契
約

形

成

権
(

私

権
)

侵
害
と

構

成
し

､

ま

た

第
三

者
に

責
任

を

拡

張

す
る

こ

と
に

反

対

す
る

(

拙
稿

･

前
掲

八
二

頁
注

㈹

参
照
)

｡

(

3 7
)

契
約
形

成

権

授
与

契
約
は

､

(

後
述
の

よ

う

に
)

対

価
が

交

付

さ

れ

る

こ

と
に

よ

っ

て

双

務

契

約
と

な

り

う

る

が
､

契
約
形

成

権
を

附
与

す

る

義
務

と

そ

の

義
務
の

履
行
は

授
与

契
約
の

さ

い

に

同

時
に

実
行

さ

れ

る

か

ら
で

あ

る

(

G
e

O

ぷ
小

"

邑
e
s

､

P

P

〇
.､

∽
一

£
山

)

｡

(

3 8
)

甲

斐
･

前
掲
三

〇

九

頁
参
照

｡

(

3 9
)

片
務

予

約

説
を

と

る

判

例
か

ら

も

同

じ

結
論
に

な
る

が
､

そ
れ

ほ
､

原
始
的

不

能
を

理

由
と

す

る

(

大
判
大

正
一

四
･

七
･

四

民

集

四

巻

四

〇
三

頁
)

｡

(

4 0
)

ド

イ

ツ

で

は
､

契
約

形
成

権
者
は

拘
束
の

代

わ

り

と
し

て
､

相

上7 4



子

方
に

対

価

(

望
H

己
∈

ロ
g
S

e

已
笥

-

t
)

を

交

付

す
る

方

法
が

頻

繁
に

行

な
わ

れ

て

い

る

(

く
g
-

.
H
e

ロ
r

訂
F

P

P

O
∴

S
c

F

亡

m
P

ロ
ロ

､

P

P

O
∴

G
e

O

品
訂
n

わ
S

.

P

P

〇
.

)
｡

(

4 1
)

柚
木

･

前

掲
一

〇
三

頁
｡

(

4 2
)

大

判

大
正

一

四
･

九
･

一

一

新

聞
二

四
七

七

号
一

〇

頁
､

兼
高

判
昭

和
三

〇
･

六
･

二

七

下

民
六

巻
一

二

〇

頁

も
､

再
売
買
の

予

約

に

つ

い

て

同
じ

結
論
を

と
る

｡

(

未
完
)

(

一

橋
大

学
大

学
院

博
士

課

程
)

( 8 1 ) 研 究 ノ ー ト

∫7 ∂




